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第５次佐倉市総合計画基本構想（案）及び前期基本計画（案）について（答申） 

 
平成３１年２月１日付け佐企第２７３号で諮問のあった第５次佐倉市総合計画基

本構想（案）及び前期基本計画（案）について、審議の結果を下記のとおり答申しま

す。 
 

記 
 
１ 第５次佐倉市総合計画期間中の１２年間は、本格的に少子高齢化が進展する中で、

佐倉市にも大きな変革期が到来し、新たな社会的課題が顕在化することが想定され

る。それらの課題解決を図っていくためには、市民協働の深化やさらなる連携の促

進が望まれることから、既存の枠組みにとらわれることなく、具体的な方策を検討

の上、実行されるよう努められたい。 
 
２ 今後、地域を活性化し、維持していくためには、官民連携のもと、各種事業を実

施することが求められている。また、団体間の連携が図られることにより、事業の

効果をより高めることが可能となり、また、施策間の重複を避けることができる。

庁内横断的な取組はもとより、市が率先して官民連携に積極的に取り組むとともに、

行政にしかできない「つなぎ役」として団体間の連携を促進する機会づくりに努め

られたい。 
 
３ 第５次佐倉市総合計画前期基本計画（案）では、総合計画策定に向けた基礎調査

等から明らかになった主な課題に対し、４つの重点目標を掲げている。これらの重

点目標を中心に、各基本施策に設定した成果指標をもとに効果を検証し、改善を図

ることにより、計画全体が着実に推進されるよう努められたい。 
 
４ 第５次佐倉市総合計画前期基本計画（案）では、５つのまちづくりの基本方針に

沿って分野別計画を策定している。ただし、分野別計画に掲載している施策や事業

の内容は、これまで実施してきたものを基にしたものであり、これらを実施してい
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れば計画期間内に生ずる課題を克服していけるとは限らないことに留意し、社会情

勢の変化等を的確にとらえ、当審議会からの意見も参考に、柔軟かつ果敢に、独創

的な事業に取り組まれたい。 
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